
第  号議案

公の施設の区域外設置に関する協議の件

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の３第１項の規定に基づき、三田

市が公の施設である病院を本市の区域内に設置することについて、次のとおり三

田市と協議を行う。 

令和７年11月 27日提出

神戸市長 久 元 喜 造

１ 設置の目的

三田 市民病院と済生会 兵庫県病院の再編 統合による急性期 医療の確保のた

め。 

２ 設置場所 

神戸市北区長尾町宅原3861番他（別図のとおり） 

３ 経費の負担 

病院の設置 に係る経費の負担 に関しては、令和 ５年３月 31日付「三田市民

病院と済生 会兵庫県病院の再 編統合に係る基本 協定書」の定めに よるものと

する。 

４ 利用者の範囲 

公衆の用に 供されるべきもの であるため、利用 者の範囲に制限は 設けない。
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別図 

 

病 院設置予 定地  

国 土 地 理 院 発 行 2. 5万 分 の 1地 形 図  



理    由  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の３第１項の協議をするに当たり、

同条第３項の規定により、議会の議決を経る必要があるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 参 考  １ ）  

地 方 自 治 法  ぬ き が き  

 

（ 公 の 施 設 の 区 域 外 設 置 及 び 他 の 団 体 の 公 の 施 設 の 利 用 ）  

第 244条 の ３  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 そ の 区 域 外 に お い て も 、 ま た 、 関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 と

の 協 議 に よ り 、 公 の 施 設 を 設 け る こ と が で き る 。  

２  [略 ] 

３  前 ２ 項 の 協 議 に つ い て は 、 関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 参 考  ２ ）  

三 田 市 民 病 院 と 済 生 会 兵 庫 県 病 院 の 再 編 統 合 に 係 る 基 本 協 定 書  ぬ き が き  

 

三 田 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。）、 三 田 市 民 病 院 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）、 社 会 福 祉 法 人 恩 賜 財 団

済 生 会 支 部 兵 庫 県 済 生 会 （ 以 下 「 丙 」 と い う 。） 及 び 神 戸 市 （ 以 下 「 丁 」 と い う 。） は 、 三 田 市

民 病 院 と 済 生 会 兵 庫 県 病 院 （ 以 下 「 両 病 院 」 と い う 。） が 再 編 統 合 し て 新 た な 基 幹 病 院 （ 以 下

「 新 統 合 病 院 」 と い う 。） の 整 備 に 向 け て 協 議 を 進 め て い く に あ た り 、 そ の 方 針 を 確 認 す る た

め に 、 次 の と お り 協 定 （ 以 下 「 本 協 定 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  

（ 財 政 負 担 ）  

第 ７ 条  新 統 合 病 院 の 整 備 費 は 、 乙 が 負 担 す る 。 た だ し 、 整 備 費 の ３ 分 の １ に 相 当 す る 額 に つ

い て は 、 後 年 度 に 丙 が 乙 に 対 し て 負 担 す る こ と と す る 。  

２ 、 ３  [略 ] 

（ 財 政 支 援 ）  

第 ８ 条  丁 は 、 北 神 地 域 の 急 性 期 医 療 を 確 保 す る た め 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 政 支 援 を 行 う 。  

(1) 新 統 合 病 院 の 整 備 費 か ら 、 乙 が 発 行 す る 病 院 事 業 債 の 元 利 償 還 金 に 対 し て 甲 に 措 置 さ れ る

普 通 交 付 税 相 当 額 を 控 除 し た 金 額 相 当 額 の う ち 、 救 急 医 療 及 び 周 産 期 医 療 に 係 る 病 床 分 を 対

象 に 、 両 病 院 の 入 院 患 者 総 数 に 占 め る 神 戸 市 民 の 入 院 患 者 の 割 合 に よ り 算 出 し た 額 を 甲 に 対

し て 支 援 す る 。  

(2) [略 ] 

(3) 新 統 合 病 院 の 用 地 取 得 費 か ら 乙 が 発 行 す る 病 院 事 業 債 の 元 利 償 還 金 に 対 し て 甲 に 措 置 さ

れ る 普 通 交 付 税 措 置 相 当 額 を 控 除 し た 金 額 相 当 額 を 甲 に 対 し て 支 援 す る 。  

２  [略 ] 




